
資
料
紹
介

オ
ル
ド
ス

「大
元
加
封
詔
」
碑
に
つ
い
て

楊

一
、
　
は
じ
め
に

３
Ｓ
年
ヽ
月
中
旬
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
オ
ル
ド
ス
地
域
で
調
査
し
て
い
た
私
は
、
エ
ジ
ン
ｏ
ホ
ロ
ー
旗

（元
ジ
ュ
ン
フ
ン
旗
）
に
あ
る
チ

ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
の
祭
殿
八
自
宮

（Ｚ
Ｌ
日
”
●
ａ
”
ヾ
”
・
Ｏ
ａ
ｃ
こ

の
近
く
に
あ
る
石
碑
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

石
碑
は
八
白
宮
の
主
殿
が
あ
る
陵
園
の
南
、
観
光
客
相
手
の
店
が
た
ち
な
ら
ぶ
参
拝
道
の
西
側
に
立
つ
。

八
白
宮
の
祭
祀
者
グ
ル
ハ
ト

（∪
Ｒ
ｏ
“
３

の
話
に
よ
る
と
、
当
碑
は
も
と
も
と
ウ
ラ
ー
ン
チ
ャ
ブ
盟
四
子
工
旗

３
９
８
Ｑ
　
く
“
凋
‥目

Ｄ
８
ヾ
“
）
に
あ
っ
た
が
、
３
８
年
か
翌
８
鶴
年
に
運
ば
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
西
進
を
つ
づ
け
て
い
た
日
本
軍
の
手
に
落
ち
る
こ

と
を
恐
れ
、
黄
河
を
西
へ
渡
っ
て
移
動
さ
せ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

当
時
の
内
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
徳
王
こ
と
デ
ム
チ
ュ
ク
ド
ン
ル
プ
が
日
本
軍
と
協
力
し
、
蒙
古
自
治
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。
徳
王
の
政
治
意

志
を
異
と
し
て
、
オ
ル
ド
ス
、
寧
夏
へ
流
れ
る
者
も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
オ
ル
ド
ス
に
来
た
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
出
身
の
人
た
ち
は
、
主
と
し

四
七 英



四
八

て
ジ
ャ
サ
ク
旗
政
府
所
在
地

「盟
政
会
」
（』あ
”
ヾ
‐目

Ｏ
ｏ
ざ
ヽ
日
）、
ジ

ュ
ン
フ
ン
旗
あ
た
り
に
集
ま
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
サ
ク
旗
旗
長
は
イ
ケ
・

ジ

ョ
盟
盟
長
、
チ
ン
ギ
ス
ｏ
ハ
ー
ン
祭
祀
の
最
高
監
督
ジ
ノ
ン
も
兼
ね
て
い
た
。
内
モ
ン
ゴ
ル
東
部
出
身
の
流
亡
者
た
ち
は
、
八
白
宮
に
精
神

的
支
え
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
石
碑
の
西
遷
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
東
部
出
身
者
の
移
動
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
具
体
的

に
い
か
な
る
人
物
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
か
な
ど
の
情
報
は
、
入
手
で
き
な
か
っ
た
。

日
本
に
も
ど

っ
て
か
ら
は
文
献
に
あ
た
り
、
モ
ン
ゴ
ル
文
化
史
を
専
門
と
す
る
松
川
節
博
士
に
教
示
し
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
碑
に

関
す
る
研
究
は
意
外
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
判
断
に
至

っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
え
て
資
料
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
に
し

た
。

二
、　
不
完
全
な
碑
文

花
自
岩
か
ら
な
る
石
碑
は
、
高
さ
８
澪
日
、
幅
８
ｏ日
、
厚
さ
馬
ｏ日
。
本
来
立
っ
て
い
た
場
所
に
は
亀
映
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
現
在
地
に

は
亀
映
は
な
く
、
白
い
建
築
材
の
う
え
に
セ
メ
ン
ト
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。
漢
文
面
が
南
東
に
向
い
て
い
る
。
こ
の
漢
文
面
の
右
下
と
左
下
は

破
損
し
て
い
る
。
左
下
の
破
損
し
た
部
分
の
う
え
に

「大
徳
」
と
い
う
年
号
が
あ
り
、
「大
徳
×
月
×
日
」
と
あ
る
べ
き
部
分
が
壊
れ
お
ち
た
こ

と
に
な
る
。

左
下
の
破
損
部
分
に
以
下
の
よ
う
な
Ｎ
行
の
漢
字
が
あ
る
。

此
石
自
四
子
部
落
移
置
為
山
右
金
石
証
所
不
蔵
大
徳
為
元

成
宗
年
琥

（距
じ

今
約
六
百
歳
実
□
定
陽
張
志
渾
記



こ
の
張
志
渾
た
る
人
物
は
漢
名
を
も
つ
モ
ン
ゴ
ル
人
な
の
か
、
そ
れ
と
も
漢
人
な
の
か
私
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
張
志
渾
は
こ
の
碑
は
、

「金
石
証
所
不
蔵
」
、
つ
ま
り
石
刻
書
の
類
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る

「山
右
」
と
は
、
た
ぶ
ん

「陰
山
の
右
」
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
四
子
工
旗
は
、
陰
山
の
左
、
オ
ル
ド
ス
は
そ
の
右
に
位
置
す
る
。

現
在
の
漢
文
面
の
裏
に
本
来
い
か
な
る
種
類
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
か
、
確
か
め
よ
う
が
な
い
。
現
状
で
は
、
右
上
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
９
行

ほ
ど
の
漢
字
が
う

っ
す
ら
と
み
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
以
下
の
文
字
が
確
認
で
き
る
。

四
九



五
〇

政
権
交
代
の
度
に
、
先
の
王
朝
の
碑
文
を
削
っ
て
、
自
ら
を
正
統
化
す
る
文
章
を
刻
み
こ
む
こ
と
は
、
中
国
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

と
く
に
明
朝
の
漢
族
文
人
た
ち
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
元
朝
時
代
の
碑
文
を
抹
消
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
漢
文
面
の
裏
は
本

来
パ
ス
パ
文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
あ
る
い
は
パ
ス
パ
文
字
漢
文
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

三
、　
加
封
碑

の

一
背
景

当
碑
は
い
わ
ゆ
る

「加
封
孔
子
制
詔
碑
」
の
た
ぐ
い
に
入
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
徳
と
は
元
の
成
宗
テ
ム
ル
の
年
号
で
あ
る
。
テ
ム
ル
は
最

初
元
貞
を
年
号
と
し
、
軍
功
慶
事
の
あ
っ
た
馬
褐
年
陰
暦
Ｎ
月
に
大
徳
に
途
中
改
元
し
て
い
る

（杉
山

日８
，

Ｐ３
）。
成
宗
テ
ム
ル
は
大
徳

十

一
年

含
８
０
春
正
月
に
病
死
し
、
ｕ
月
日

日
に
カ
イ
シ
ャ
ン
（海
山
）
が
上
都
で
即
位
、
武
宗
皇
帝
と
な
る
（宋
沫

Ｈ褐
？
ミ
ツ
ミ
Ｎ‐ミ
ｅ
。

先
帝
が
死
ん
だ
と
は
い
え
、
年
が
か
わ
る
ま
で
年
号
は
継
続
さ
れ
、
カ
イ
シ
ャ
ン
即
位
後
の
翌
年
正
月
か
ら
至
大
年
間
が
始
ま
っ
た
。
『元
史
・

本
紀

・
武
宗

一
』
で
は
、
買
大
徳
十

一
年
七
月
）、
辛
巳
、
加
封
至
聖
文
宣
王
為
大
成
至
聖
文
宣
王
」
と
あ
る

（宋
沫

Ｐ葛
？

お
じ
。

杉
山
正
明
は
、
大
阪
外
国
語
大
学
に
あ
る
石
濱
文
庫

（石
濱
純
太
郎
）
所
蔵
の
碑
陰
の
み
の
拓
本
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
、
次
の
よ
う
に
分

析
し
て
い
る
。
「石
濱
文
庫
の
拓
本
は
、
大
徳
十

一
年

（Ｈ８
０

に
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
０
“
【舒
●
が
閻
復
に
起
草
せ
し
め
、
そ
の
漢
字
音
を
パ
ス

パ
文
字
で
写
し
て
中
国
全
土
に
頒
布
し
た

《加
封
孔
子
制
詔
碑
》
の
碑
陰
で
あ
っ
た
。
こ
の
詔
は
曲
阜
孔
子
廟
の
大
成
門
前
に
現
存
す
る
漢
字

と
そ
の
音
を
表
す
パ
ス
パ
文
字
と
の
逐
字
併
記
の
有
名
な
巨
碑
を
は
じ
め
、
相
当
数
の
碑
刻
が
中
国
各
地
の
孔
子
廟
に
現
存
し
、
ま
た
各
種
の

石
刻
書
に
厖
大
な
移
録
な
い
し
著
録
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
あ
る
も
の
は
漢
字

・
パ
ス
パ
字
の
並
刻

・
合
刻
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
漢
字
の
み
刻

さ
れ
る
」
と
い
う

（杉
山

Ｈ８
？

Ｈ
日‐に
）。

杉
山
は
さ
ら
に
別
の
著
作
で
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
を
と
り
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
カ
イ
シ
ャ
ン
は
全
モ
ン
ゴ
ル
の
支
持
を
得
て
大



ハ
ー
ン
に
な
っ
た
人
気
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
の
人
気
に
応
え
よ
う
と
、
即
位
後
に
莫
大
な
額
の
褒
賞

・
賜
与
を
モ
ン
ゴ
ル
全
域
に
向
け
て

乱
発
し
た

（杉
山

Ｈ８
，

民
卜
‐“
ｅ
。
孔
子
加
封
も
そ
う
し
た
政
権
運
営
の
一
環
と
し
て
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
、　
内

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
他

の
加
封
碑

以
上
、
現
在
オ
ル
ド
ス
地
域
に
あ
る
大
徳
年
間
の
加
封
孔
子
制
詔
碑
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
次
に
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
内
に
あ
る
他
の
諸
碑

に
つ
い
て
の
情
報
を
整
理
し
て
み
る
。

３
８
年
卜
月
ミ

日
か
ら
同
年
０
月
ぶ

日
に
か
け
て
、
茨
城
県
立
歴
史
館
で

「チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
と
そ
の
末
裔
た
ち
」
と
題
す
る
内
モ
ン

ゴ
ル
博
物
館
の
文
物
展
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
展
示
さ
れ
た
文
物
の
な
か
に
、
「大
徳
尊
孔
碑
」
（Ｚ
ｏ
・Ｎ
ｅ
と
い
う
拓
本
の
複
製
が
あ
っ

た
。
展
示
カ
タ
ロ
グ
で
は
「内
蒙
古
博
物
館
所
蔵
、
大
徳
年
間
に
製
造
さ
れ
た
孔
子
廟
を
祭
る
碑
」
と
し
て
お
り
、
大
き
さ
は
ド
ド
８
×
∞３
８

で
あ
る

（茨
城
県
立
歴
史
博
物
館

【８
９
圏
）。
写
真
を
み
る
か
ぎ
り
、
碑
文
は
右
が
パ
ス
パ
文
字
で
、
左
に
漢
文
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
漢

文
の
内
容
は
オ
ル
ド
ス
所
存
の
「大
元
加
封
詔
碑
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ど
こ
の
碑
か
ら
と
っ
た
拓
本
か
な
ど
の
情
報
は
な
い
。

蓋
山
林
の

『陰
山
江
古
』
の
な
か
に
も

「加
封
碑
」
の
情
報
が
あ
る
。

蓋
山
林
は
、
今
の
チ
ャ
ハ
ル
右
翼
前
旗
バ
ヤ
ン
タ
ラ
郷
土
城
子
村
北
に
あ
る
古
城
を
元
代
の
集
寧
路
故
城
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠
と

し
て
古
城
の
内
城
か
ら
発
見
さ
れ
た

「文
宣
王
廟
学
碑
」
を
あ
げ
て
い
る
。
蓋
山
林
に
よ
る
と
、
こ
の
碑
に
は

「大
徳
十

一
年
加
封
孔
子
制
詔

（碑
と

と
あ
り
、
碑
に
は
さ
ら
に
「至
大
三
年
正
月
趙
王
釣
旨
出
脊
幣
…
建
成
大
成
至
聖
文
宣
王
廟
学
碑
…
…
宣
受
集
寧
等
処
前
民
匠
総
管
府

達
魯
花
赤
陳
、
断
事
官
完
、
集
寧
総
管
府
達
魯
花
赤
笑
刺
耳
…
…
皇
慶
元
年
春
正
月
雲
中
検
司
提
石
匠
宋
徳
禎
谷
男
宋
玉
金
鋳
」
と
刻
ま
れ
て

い
る
と
い
う

（蓋
山
林

Ｈ８
ｙ

〓
ｅ
。
碑
文
全
体
が
伝
え
ら
れ
て
な
い
の
は
、
残
念
で
あ
る
。

五
一



五
二

四
子
工
旗
鳥
蘭
花
鎮
の
西
北
約
Ы

キ
ロ
の
城
卜
子
村
に
も
古
城
が
あ
り
、
８
３
年
に
城
内
西
南
隅
か
ら
文
廟
儒
学
碑
が
発
見
さ
れ
た
。
高
さ

葛
８
日

の
碑
陽
に
「大
徳
十

一
年
加
封
孔
子
制
詔
」、
碑
陰
に
は

「浄
州
路
総
管
府
、
大
徳
十

一
年
七
月
立
」
と
あ
る
。
蓋
山
林
は
こ
れ
に
も
と

づ
い
て
同
古
城
を
元
代
浄
州
路
故
城
と
し
て
い
る

（蓋
山
林

Ｈ８
Ｎ

Ｈ〓
‐〓
じ
。

蓋
山
林
は
、
い
わ
ゆ
る

「浄
州
路
」
の
加
封
孔
子
制
詔
碑
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
前
に
フ
フ
ホ
ト
ヘ
運
ば
れ
、
現
在
内
モ
ン
ゴ
ル
博

物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う

（蓋
山
林

卜８
Ｙ

Ｈお
）。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
８
８
年
の
発
見
と
は
矛
盾
し
て
お
り
、
真
相
は
分
か
ら
な

い
。
８
８
年

Ｎ
月
に
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
赤
峰
地
区
で
調
査
し
た
こ
ろ
（団
長
ｏ松
原
正
毅
国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
）、
現
地
の
研
究
者
か
ら
、

ケ
シ
ク
テ
ン
旗
元
代
魯
王
城
か
ら
も
加
封
孔
子
碑
が
発
見
さ
れ
た
と
の
情
報
を
得
た
。
『赤
峰
市
誌

（下
と

に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
元
魯
王
城

は
、
ケ
シ
ク
テ
ン
旗
内
グ
ラ
イ

・
ノ
ー
ル
湖
の
西
南
Ｎ
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
元
代
の
応
昌
路
故
址
で
あ
る
と
し
て
い
る

（赤
峰
市
地
方

誌
編
纂
委
員
会

Ｈ８
９

ヽ
Ｒ
‐ヽ

８
）。

以
上
の
諸
資
料
に
依
拠
す
れ
ば
、
オ
ル
ド
ス
の

「大
元
加
封
詔
」
碑
も
大
徳
十

一
年
の
も
の
で
あ
る
と
類
推
で
き
よ
う
。

【参
考
文
献
】

赤
峰
市
地
方
誌
編
纂
委
員
会
　
Ｈ８
ｏ

『赤
峰
市
誌
』
（下
）
　

内
蒙
古
人
民
出
版
社
。

蓋
山
林
　
Ｈ８
Ｎ

『陰
山
江
古
』
　

内
蒙
古
人
民
出
版
社
。

茨
城
県
立
歴
史
博
物
館
　
Ｈ８
ｏ

『チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー
ン
と
そ
の
末
裔
た
ち
』

宋
沫
等
撰
　
Ｈ鴫
０

『元
史
』
（第
二
冊
）
　

中
華
書
局
。

杉
山
正
明
　
日８
ｏ

「元
代
蒙
漢
合
壁
命
令
文
の
研
究
」
２

）
　

『外
国
学
研
究
』
Ｘ
Ｘ
Ｉ
、
０
■
‐〓
・
神
戸
市
外
国
語
大
学
外
国
学
研
究
所
。

日８
ｏ

『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
興
亡
』
（下
）

講
談
社
。



大
元
加
封
詔

上
天
春
命

皇
帝
聖
旨鵬釧』軌け鰤囀畔囃闘睛抑制脚聯『け獅砕睛岬嘲断

大
成
至
聖
文
宣
王
遣
使
闘
里
祀
以
太
牢
於
戯
父
子
之
親
君
臣

之
義
永
惟
聖
教
之
尊
天
地
之
大
日
月
之
明
笑
馨
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